
第１章 計画の策定にあたって 

1 

 

１ 計画策定の趣旨                              

 本市では、2003（平成 15）年３月に「くだまつ高齢者プラン（下松市老人保健

福祉計画・介護保険事業計画）」を策定した後、３年ごとに計画を見直してきまし

た。 

2018（平成 30）年度から 2020（令和２）年度を計画期間とする「第六次く

だまつ高齢者プラン」では、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的・包括

的に提供する地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、取組を進めてきまし

た。 

現在、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加、認知症高齢者の増加など

に伴い、高齢者を取り巻く環境が大きく変容すると見込まれており、地域全体が直

面する課題を住民一人一人が「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民

や地域の多様な主体が「丸ごと」つながり、住民一人一人の暮らしや生きがい、地

域を共につくる地域共生社会の実現、その中核的な基盤となる地域包括ケアシステ

ムの構築や取組の推進が求められています。いわゆる団塊の世代の全ての人が７５

歳を迎える 2025（令和７）年に向け、本市にあった地域包括ケアシステムを構築

すること、いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040（令和 22）年を見据

え、包括的な支援体制を整備することが不可欠であり、さまざまな取組を着実に進

める必要があります。 

「第七次くだまつ高齢者プラン」では、「第六次くだまつ高齢者プラン」の達成

状況や課題などを踏まえつつ、2025（令和７）年及び 2040（令和 22）年を見

据え、地域共生社会の実現に向け、中核的な基盤となる地域包括ケアシステムの深

化・推進に努めるとともに包括的な支援体制の整備を図るため、高齢者保健福祉施

策を計画的かつ着実に推進し介護保険事業を円滑に運営することを目的として、策

定するものです。 

 

２ 計画の位置付け                               

 「第七次くだまつ高齢者プラン」は、老人福祉法第２０条の８に基づく「老人福

祉計画」と介護保険法第１１７条に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定す

るものです。 

 「第七次くだまつ高齢者プラン」は、「下松市総合計画」（2020（令和２）年

度策定）の健康福祉分野の基本目標に沿い、「ふれあい、支え合い、しあわせのま

ち下松の実現」を基本理念とした「第四次ふくしプランくだまつ（下松市地域福祉

計画）」（2020（令和２）年度策定）に基づき、高齢者施策を具体化するもので

す。 
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３ 計画期間                                  

 計画期間は、2021（令和３）年度から 2023（令和５）年度までの３年間とし

ます。なお、今後の高齢化の進行を見据え、団塊の世代の全てが７５歳を迎える

2025（令和７）年、団塊ジュニア世代が６５歳以上となる 2040（令和 22）年

を見据えた中・長期的な視点に立った計画とし、介護保険サービスの利用者数や保

険料などを見込みました。 

 

 ■計画の期間 

年度  

 計画名 
2018 
(Ｈ30) 

2019 
(Ｒ1) 

2020 
(Ｒ2) 

2021 
(Ｒ3) 

2022 
(Ｒ4) 

2023 
(Ｒ5) 

2024 
(Ｒ6) 

2025 
(Ｒ7) 

2026 
(Ｒ8) 

2027 
(Ｒ9) 

2028 
(Ｒ10) 

2029 
(Ｒ11) 

下松市総合計画 

（計画期間：10 年） 

前総合計画 

（2011 年度～2020 年度） 

現総合計画 

（2021 年度～2030 年度） 

ふくしプランくだまつ 

（計画期間：５年） 

第三次 

（2016 年度～2020 年度） 

第四次 

（2021 年度～2025 年度） 

第五次 

（2026 年度～2030 年度） 

くだまつ高齢者プラン 

（計画期間：3 年） 

第六次 

（2018 年度～2020 年度） 

第七次 

（2021 年度～2023 年度） 

第八次 

（2024 年度～2026 年度） 

第九次 

（2027 年度～2029 年度） 

 

４ 計画の策定方法                               

（１）下松市高齢者保健福祉推進会議の開催 

「第七次くだまつ高齢者プラン」の策定に当たり、保健、医療、福祉団体や公

募委員、地域住民などで構成する下松市高齢者保健福祉推進会議を設置し、計画

の内容を検討しました。 

・令和２年 ７月 ２日  第１回下松市高齢者保健福祉推進会議 

・令和２年 ８月２０日  第１回地域包括ケア推進部会 

・令和２年 ８月２１日  第１回介護保険部会（※1） 

・令和２年１０月２２日  第２回地域包括ケア推進部会 

・令和２年１０月２３日  第２回介護保険部会 

・令和２年１２月 ４日  第２回下松市高齢者保健福祉推進会議 

・令和３年 １月１４日  第３回地域包括ケア推進部会 

・令和３年 １月１５日  第３回介護保険部会 

・令和３年 １月２１日  第３回下松市高齢者保健福祉推進会議（※2） 

（※１）本市在住の人の新型コロナウイルス感染確認に伴い部会を中止し、委員に要点をまとめた資料を送付し、

意見などを集約しました。 

（※２）周南地域における新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ推進会議を中止し、推進会議の審議事項を

各部会に諮り、委員に要点をまとめた資料や部会での意見などをまとめた資料を送付し、意見などを集約

しました。 
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 （２）在宅介護実態調査、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

「第七次くだまつ高齢者プラン」の適切な策定に向け、平成３０年１１月から

令和元年７月に在宅介護実態調査、令和２年１月２７日から令和２年２月１４日

に介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を実施し、６５歳以上の高齢者などの地域

生活の課題を探り、基礎資料の一つとしました。 

 

 （３）在宅生活改善調査の実施 

令和２年５月１１日から令和２年５月２９日に、本市の居宅介護支援事業所、

小規模多機能型居宅介護事業所を対象に在宅生活改善調査を実施し、施設整備な

どに関する基礎資料の一つとしました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

幅広く市民の意見を踏まえた計画とするため、令和２年１２月１８日から令和

３年１月８日の間、市ホームページなどでパブリックコメントを実施し、市民の

意見を募集しました。 

 

５ 計画の点検                                 

 高齢者保健福祉事業の実施状況、介護給付費の推移及び介護保険財政の運営状況

などについて、毎年、分析・評価を行いながら取組状況を点検します。 

 また、計画を推進する上での課題などは、関係者の意見を聞きながら適切に対応

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


